
１

２

はじめに

今後，社会資本整備を進めるに当たっては，透

明性，公正性を確保し，住民等の理解と協力を得

ながら事業を進めるため，事業者において，積極

的な情報公開・提供に努めるとともに，事業の規

模の大小，影響範囲の広狭を問わず，これまで事

業者中心に行われていた過程に住民等の主体的な

参画を促すことが必要である。

国土交通省所管の事業については，これまで

も，都市計画法その他の法令等に基づき事業の計

画案について情報公開，住民参加手続きを実施す

るなど積極的な取組みが行われてきたが，今後

は，さらに事業計画の策定過程のうち，計画段階

に先立つ構想段階から情報公開，住民参加の必要

がある事業について，事業者，住民，地方公共団

体，その他関係者がおのおのの役割を認識した上

で責任を果たしつつ，住民等との協働の下で，事

業の公益性および必要性について適切な判断を行

うなどにより，より良い計画づくりに資し，事業

を円滑に推進していくとの姿勢に立つことが求め

られる。

このため国土交通省では，本年６月所管の事業

のうち，構想段階から情報公開，住民参加の必要

があるものについて，横断的に標準的な住民参加

手続き等を示す「国土交通省所管の公共事業の構

想段階における住民参加手続きガイドライン」を

策定し，より一層の取組みの推進を図ることとし

たところである。

ガイドラインの内容

� 対象事業

ガイドラインでは，国土交通省所管の直轄事業

および公団等事業のうち構想段階にあるものにつ

いて，規模等により特段の限定を行うことなく，

後述する�の手続きを活用して，住民参加手続き

の積極的な実施に努めることとしている。特に，

事業の特性や事案の性質，地域の実情等を勘案し

つつ，ダム等の大規模な河川整備，幹線道路，港

湾の大規模岸壁，空港の滑走路の新設など事業の

規模等の観点からみて国民生活，社会経済または

環境への影響が特に大きい事業については，�の

一連の手続きを講じることを基本としている。

� 構想段階における住民参加手続き

「構想段階」とは，事業者が，事業の公益性お

よび必要性の検討とともに，施設の概ねの位置，

配置および規模等の基本的な諸元について事業の

目的に照らし検討を加え，一の案に決定するまで

の段階をいい，構想段階における住民参加手続き

は，次のように行われる。

� 事業者による複数案の作成，公表

事業者は，複数の案を作成し，公表する。この

国土交通省所管の公共事業の構想段階における
住民参加手続きガイドラインの策定

国土交通省総合政策局政策課
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際，複数の案に，当該事業を行わないこととする

案（当該施設の整備以外の方法による代替案を含

む）を含むことが適切な場合は，当該事業を行わ

ないこととする案を含めることとしている。基本

的には，まず事業ありきとの立場から事業の検討

を開始するのではなく，事業の必要性から住民等

と協働で検討していくものとしている。

� 事業者による住民等の意見の把握のための措

置の実施

事業者は，ホームページへの掲載等インターネ

ットの利用，説明会または公聴会の開催，意見書

の受付け等の方法により，住民等に対する複数案

の公表，周知および説明，住民等からの質疑への

応答等を真摯に行い，住民等の意見や提案を十分

に把握するよう努めることとしている。

住民等に対しては，複数の案のおのおのについ

て，当該案を提示した背景および理由，事業費な

どの案の内容，国民生活や環境，社会経済への影

響，メリット・デメリットなど住民等が複数の案

を比較検討し，判断する上で必要かつ十分な情報

を積極的に公開・提供するとともに，事業に対す

る住民等の意思形成に十分な期間を確保するよう

配慮することとしている。

さらに，事業の特性に応じて，広く国民にも情

報を提供し，意見の把握に努めることとしてい

る。

� 手続きの円滑化のための組織の設置

�の手続きの際，事業者は，事業の特性や事案

の性質，地域の実情にかんがみ，必要に応じ，次

のような措置を講じることとしている。

ア 学識経験者等および当該事業に関係を有す

る住民代表，事業者団体，地方公共団体等の

関係者からなる意見の集約・調整を図るため

の協議を行うための組織を設置する。これ

は，関係者の間で直接に意見の集約・調整を

図ることにより円滑な住民参加手続きを図

り，当該集約・調整を推進しようとするもの

である。

イ 中立性，公正性や地域の実情等に配慮して

人選された学識経験者等からなる，事業者が

実施しようとする住民参加手続きの内容，ま

たは事業者が複数の案の検討を行うに当たっ

ての方針等について，客観的な立場からの助

言を行うための組織を設置する。これは，客

観的な第三者を介した方が円滑な住民参加手

続きを図ることができると判断する場合等に

設置し，手続きの中立性，公正性を向上させ

るものである。

なお，これらの組織は，事業者に代わって�の

措置を行うこともある。

� 事業者による計画案の決定，計画案決定過程

の公表

事業者は，前記住民参加手続きを経て，一の案

に決定する。決定した場合には，その旨を速やか

に公表，または関係地方公共団体等に通知すると

ともに，把握した住民等の意見の概要とこれに対

する事業者の考え等，案の決定に至った過程を案

とともに公表することとしている。

なお，事業者は，これらの手続きを関係地方公

共団体と連携して行い，また，一の案を決定する

過程においては，当該地方公共団体と調整を図る

こととしている。

� 地方公共団体が実施する事業

地方公共団体が実施する事業については，法定

受託事務の事業や国庫補助事業等において，事業

の規模等に応じて，ガイドラインの趣旨に配慮し

た措置が講じられることを期待することとしてい

る。

	 住民参加の取組みの充実

�の手続きは標準的なものであることから，事

業の特性，事案の性質等に応じ，手続きの創意工

夫に努めることとし，また，国土交通省本省にお

いては，事例，試行の積み重ねの実績を事業者の

参考に供するとともに，実績を踏まえ，必要に応

じ各事業ごとのガイドラインの整備・充実を進

め，また，講じられたガイドラインの措置に関す

る国民の意見を踏まえつつ，適宜，ガイドライン

の内容を見直し，その充実を図ることとしてい

る。

２４ 建設マネジメント技術 2003年 10月号



３


 施設管理における住民参加の取組み

直轄事業および公団等事業の構想，計画段階等

における住民参加の取り組みに加え，美化清掃，

修景などの施設管理においても，事案に応じ，地

方公共団体とも連携し，住民参加の取組みの充実

に努めることとしている。

ガイドライン案に対する国民か
らの意見募集とガイドラインの
策定

国土交通省では，本年５月１日に「国土交通省

所管の公共事業の構想段階における住民参加手続

きガイドライン（案）」を公表し，５月中，案に

ついて広く国民からの意見募集を行った。この結

果，例えば，

・複数案には，事業を中止する選択肢を必ず入れ

るべき

・住民参加手続きの円滑化のための組織は，住民

等の意向を踏まえて設置すべき

など合計１２６件のご意見をいただいた（いただい

た主要なご意見の概要および国土交通省の考え方

は，国土交通省のホームページに公表中 http :

//www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010630_.

html）。

これらのご意見を踏まえ，ガイドラインを検

討，修正し，策定して，国土交通省各地方支分部

局，関係公団・関係会社，都道府県・政令指定都

市等に通知したところである。

今後は，国土交通省の直轄事業および公団等事

業において，ガイドラインの趣旨に沿って，積極

的な住民参加の促進に係る取組みを推進していく

とともに，地方公共団体においても，ガイドライ

ンの趣旨に配慮した措置が講じられることを期待

することとしている。
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１ ２はじめに

道路は，経済社会活動の根幹である人や物の流

れを支える重要な社会資本であると同時に，地域

に根ざし，利用者であり，沿道の住民でもある国

民の一人ひとりの生活に最も密着した社会資本の

一つである。

しかしながら，道路の事業採択時の不透明感

や，事業の効率性に対する不信感が根強く存在し

ているのが実状である。

現在，道路行政においては，これらの不信感を

払拭し，国民のニーズに応じた成果を重視し，透

明性の高い行政運営への転換を図ることが急務で

ある。

このための取り組みについては過去においても

逐次実施してきたところであるが，本稿では，道

路行政において，指標を用いて数値目標を設定

し，達成度を毎年度評価することを軸とする新た

な行政のマネジメント手法について検討するた

め，平成１５年３月より設置した「道路行政マネジ

メント研究会」における議論と，それらの議論を

とりまとめ，平成１５年６月に同研究会より手渡さ

れた「提言」について紹介する。

成果重視の行政運営に向けた
諸外国における取り組み

一般的に，行政が肥大化し，国民の声が届かな

くなるとともに，行政の効率自体が低下している

のではないか，という批判は，わが国の行政に限

られた問題ではない。これまでにも多くの国で，

行政部門の効率化を図るための取り組みがすすめ

られている。

例えば，米国や英国では，経営学的手法を採用

した，いわゆるニュー・パブリック・マネジメン

ト（NPM）といわれる一連の行政改革の一環と

して，成果を表す指標であるアウトカム指標等を

用いて政策目標を設定し，毎年度，業績を分析・

評価し，以後の施策・事業に反映するという制度

「道路行政マネジメント研究会」提言
「『成果主義』の道路行政マネジメント

への転換」について
国土交通省道路局企画課道路事業分析評価室

もりわか みねあり

課長補佐 森若 峰存

図―１ 英米の道路行政のマネジメント・サイクル
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（五十音順・敬称略）

図―２ 道路行政マネジメント研究会

を，道路行政を含め政府全体で導入している。

具体的には，数値目標を示した「Performance

Plan（米）」「Business Plan（英）」および目標の達

成 状 況 を 示 し た「Performance Report（米）＊」

「Annual Report（英）」をそれぞれ毎年度策定，

公表するといった活動を行っている（図―１）。

＊２００２年度は「Performance and Accountability Report」

わが国におけるこれまでの
取り組み

わが国においても，平成１４年度より，「行政機

関の行う政策の評価に関する法律」が施行され，

政策評価の制度化がなされるなど，成果志向の行

政への転換がすすめられている。国土交通省にお

いても，平成１４年４月に「国土交通省政策評価基

本計画」を策定し，これに基づき，国土交通省の

政策の効果を現す１１３個の「業績指標」を設定＊

し，毎年度業績を測定しているところである。

＊平成１５年４月１日現在

道路行政におけるこれまでの
取り組み

道路行政については，平成９年６月に道路審議

会（当時）により提示された建議において，「利用

者のニーズの把握と的確な対応，効率的な施策展

開と事業執行を可能とする評価システムを構築し

ていくべき」との指摘がなされた。また，施策の

評価手法として，具体的に「目的の達成度合いが

判断できるよう，できる限り客観的な指標を用い

て評価を行うことが重要」とされている。

これらの指摘に基づき，道路行政では，平成１０

年５月に閣議決定された「新道路整備五箇年計

画」に併せ，「高規格幹線道路の面積カバー率」

や「ETC対応料金所整備率」等の指標を用いて

計画期間内の整備目標を設定するなど，施策展開

に関する評価システムの確立に向けた取り組みを

進めてきた。

また，それらの施策や事業の評価に係る事務を

より効率的に遂行するため，平成１５年度より道路

局企画課内に新たに道路事業分析評価室を設置

し，道路行政全体における重要課題として重点的

に取り組んでいるところである。

「道路行政マネジメント研究会」
について

� 道路行政マネジメントの取り組み

平成１４年８月の社会資本整備審議会によりなさ

れた中間答申においては，それまでの考え方をさ

らに一歩進め，「道路行政を，アウトカム指標に

基づき運営を行う方式に転換し，毎年度，指標に

基づき業績の分析，評価を行い，その結果を予算

編成等に適切に反映させるシステムを構築すべ

き」との指摘がなされた。道路行政においては，

これを受け，平成１５年３月より，指標を用いた評

価システムに基づいた道路行政のマネジメントの

あり方について検討するため，古川俊一筑波大学

教授を座長とする道路局長の私的研究会「道路行

政マネジメント研究会」を設置し，具体的手法に

関する検討を行った（図―２）。

� 道路行政マネジメント研究会「提言」につ

いて

同研究会における検討の結果については，平成

１５年６月にとりまとめ，提言「『成果主義』の道

路行政マネジメントへの転換」として道路局長に

手渡されたところである。

同提言においては，道路行政において，これま

での蓄積を活用し，平成１５年度より，率先して成

果主義の行政運営への転換を目指すべきとした上

で，基本的な３つの考え方（図―３）に基づき，

具体的になすべき事項として，成果主義の行政運

営に必要な「５つの戦略」を提言している。
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以下，この「５つの戦略」および，これらにつ

いて道路行政においてすでに取り組んだ事項につ

いて簡単に紹介する。

「提言」に示された「５つの戦略」と
対応する道路行政における取り組み

� 目標と指標の設定

成果志向の行政運営を行うためには，まず，体

系的に定めた政策目標ごとに，成果を定量的に表

す指標（アウトカム指標）を定め，各年度の数値

目標を設定することが必要とされている。

これを受け，道路行政においては，毎年度の行

政運営のための指標として，「活力」「暮らし」

「安全」「環境」の各政策テーマに「道路行政の改

革」を加えた５つの政策テーマについて合計１７種

類の指標を設定した。これらの指標については，

平成１５年度予算に基づく目標値を設定した。ま

た，平成１６年度予算の概算要求とともに，平成１６

年度の目標値についても併せて公表している（表

―１）。

� 効率的なデータ収集

次に，２番目の「戦略」として，成果を意識し

た行政マネジメントを，十分な技術的合理性に基

づき実施するため，成果の把握に必要なデータ

を，少なくとも毎年度収集する体制が必要とされ

ている。

すでに，道路行政においては，平成１３年度よ

り，民間企業の IR（Investor Relations）活動の

考え方を取り入れ，財務関連データや事業評価の

結果等を提供する特別サイトである「道路 IRサ

イト」等を通じ，道路関係データの共有・公開を

進めているところである（図―４）。

今後はこれに加え，「評価のためのデータ収集」

との考え方からさらに一歩踏み込み，事実を表す

データに基づく行政運営を進め，国民への道路行

政運営の説明責任を徹底することとしている。こ

のため，現在，評価データに限らず，道路に関す

るさまざまなデータを体系的に収集・共有・公開

するための取り組みを進めているところである。

� 毎年度の業績計画の策定および達成度の把

握

基本的な３つの考え方の一つである成果志向の

「マネジメントサイクル」を確立するためには，

毎年度，数値目標に加え，目標を達成するための

手段である施策，事業の妥当性について明らかに

した「業績計画」を策定することが必要とされて

いる。

これを受け，道路行政では，平成１５年７月に，

前述の平成１５年度の数値目標に加え，その達成の

ための施策や事業の妥当性について明らかにした

「平成１５年度道路行政の業績計画書」を策定，公

�毎年度，事前に数値目標を定め，事後に達成度を評
価し，評価結果を以降の行政運営に反映し，マネジ
メントサイクルを確立。
�道路利用者にとってのわかりやすさに加え，実際の
行政運営に反映できる実現性のあるしくみを構築。
�数値目標，達成度については，バックデータととも
に公開したうえで国民の参画も図り，国民と行政と
のパートナーシップを確立。

図―３ 成果主義の道路行政マネジメントに向けた
３つの柱

図―４ 「道路 IRサイト」
（http : //www.mlit.go.jp/road/ir/）

図―５ 平成１５年度道路行政の業績計画書
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表した（図―５）。

また，毎年度終了後，指標ごとに達成度を把

握，評価することが必要であるため，道路行政に

おいても，「業績計画書」で宣言した数値目標の

達成状況およびそのための手段の妥当性について

評価を行い，「達成度報告書」としてとりまと

表―１ 道路行政のマネジメントに用いる指標および目標（平成１６年度予算概算要求に基づく）

政策テーマ 指標 H１４実績 H１５見込 H１６目標
H１９目標
［検討中］

１．活力
～都市再生と
地域連携によ
る経済活力の
回復～

�道路渋滞による損失時間
（渋滞モニタリング区間）

６．１億
人時間／年

５．９億
人時間／年
（２．５％削減）

５．８億
人時間／年
（さらに２．５
％削減）

約１割削減

�ETC利用率
全国 ５％ １５％ ３０％ ７０％

首都高速 ６％ ２０％ ４０％ ８５％

阪神高速 ３％ １５％ ３５％ ８５％

�路上工事時間 ２３５時間
／km・年

２２５時間
／km・年

（４％削減）

２１５時間
／km・年
（さらに
４％削減）

約２割削減

�規格の高い道路を使う割合
（当該年度に新たに自動車
専用道路への転換を図る目
標交通量）

１３％
１３％

（２１０万台キロ
／日転換）

１３％
（さらに２９０万
台キロ
／日転換）

１５％

�拠点的な空港・港湾への道
路アクセス率

５９％
（３９カ所へ
アクセス）

６１％
（４０カ所へ
アクセス）

６１％
（４１カ所へ
アクセス）

６８％

�隣接する地域の中心の都市
間が改良済みの国道で連絡
されている割合

７２％ ７３％ ７４％ ７７％

�日常生活の中心となる都市
まで，３０分以内で安全かつ
快適に走行できる人の割合

６３％ ６４％ ６５％ ６８％

２．暮らし
～生活の質の
向上～

�１日当たりの平均利用者数
が５，０００人以上の旅客施設
の周辺等の主な道路のバリ
アフリー化の割合

１７％ ２１％ ２７％ 約５割

�市街地の幹線道路の無電柱
化率

７％ ８％ １０％ １５％

３．安全
～安全で安心
できる暮らし
の確保～

	道路交通における死傷事故
率

１１８件／
億台キロ

１１６件／
億台キロ

１１４件／
億台キロ

１０８件／
億台キロ

（約１割削減）


道路構造物保全率
橋梁 ８６％ ８７％ ８８％ ９３％

塗装 ９１％ 現在の水準を維持

�災害時に広域的な救援ルー
トが確保されている都市の
割合

６６％ ６８％ ６９％ ７６％

４．環境
～環境の保全
・美しい景観
の創造～

�CO２排出削減量 ―
平成２２年度までに運輸部門におけるCO２排出量

を約２５０百万 t―CO２まで削減


NO２環境目標達成率 ６４％ ６７％ ７０％ 約８割

SPM環境目標達成率 ― 約１割 約２割 約６割

�夜間騒音要請限度達成率 ６１％ ６３％ ６５％ ７２％

道路行政の
改革

�道路利用者満足度 ２．６点 ２．７点 ２．８点 ３．０点

�ホームページアクセス数 １，５４６万
アクセス／年

２，６００万
アクセス／年

５，０００万
アクセス／年

約１億
アクセス／年

※指標およびH１９目標は現時点のものであり，今後，社会資本整備重点計画の策定課程において確定
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「道路種別予算」 「業績予算」

一般国道直轄改修費
一般国道改修費補助
地方道改修費補助
街路事業費補助 等

交通円滑化事業費
地域連携支援事業費
沿道環境改善事業費
交通安全施設等整備事業
費 等

図―６ 「道路種別予算」から「業績予算」への
転換

７

め，公表することとしている。

� 予算・人事のしくみへの反映

提言においては，４番目の「戦略」において，

成果の数値目標に見合った予算の設定が必要であ

るとしている。

これを受け，道路行政においては，平成１６年度

より，見込まれる成果に対して予算を配分する

「成果買取型」の予算制度を導入することとして

いる。具体的には，予算の要求段階から渋滞の緩

和や交通安全等の成果目標に対応した予算を明ら

かにする「業績予算」への転換を図るとともに，

事後の評価結果を以降の予算に反映するしくみに

ついて検討している（図―６）。

� アカウンタビリティ・評価の妥当性の確保

提言においては，最後の「戦略」として，上記

の，事前に数値目標を設定し，事後に評価するし

くみについて，「事前に国民との間でいわば『約

束』を交わした上で，事後に真摯に評価する，対

話型の行政運営のためのツールである」と位置づ

けている。加えて，生活実感にあった行政マネジ

メントを実践するためには，政策目標や指標の設

定にあたって，幅広い関係者の参画を求め，反映

していくしくみを構築していくべきとしている。

国民の道路サービスに対する満足度を把握し，

道路利用者のニーズを把握した施策・事業を進め

るため，道路行政においては，すでに，インター

ネットを用いて，平成１４年度より「道路利用者満

足度調査」を実施している（図―７）。

また，地域の特性や，地域ごとのニーズに応じ

た，即地性のある道路行政マネジメントを進める

ために，都道府県ごとに策定している業績計画書

の策定に際しては，パブリックコメント等，地域

住民のニーズを的確に把握し，反映するための取

り組みを進めているところである（図―８）。

おわりに

「道路行政マネジメント研究会」における提言

等を受け，現在，道路行政では，国民のニーズに

応じた成果を重視した透明性の高い行政運営への

転換を図るため，さまざまな取り組みを進めてい

る。紙幅の都合もあり，本稿で紹介したのはその

うちの一部に留まるが，現在まだ検討段階にある

取り組みも数多く存在するため，今後とも，折り

を見て引き続き紹介していきたい。

また，これらの取り組みは，道路行政のみの努

力で成果を上げられるものではなく，他の行政機

関と連携することはもちろん，地域住民，民間事

業者，学識経験者等，関係者にご協力いただいて

初めて成果を得られるものと考えている。

今後とも，道路行政における新たな取り組みに

ご注目いただき，折に触れて厳しいご意見をいた

だければ幸いである。

図―７ 道路利用者満足度調査結果
（道路全般に対する満足度）

図―８ 都道府県別「業績計画書」
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